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自家消費用農産物の放射性物質測定結果（市独自の測定結果）
 市放射性物質測定センターおよび各支所・住民センターで測定した作物のうち、特に検査数
の多かった５種類の作物について、その測定結果をお知らせします。この測定結果は、放射性
物質を市独自に測定した数値であり、出荷あるいは販売等の目安となる数値ではありませんの
でご注意ください。         （測定年月日：平成 25 年 10 月 1 日～10 月 11 日・単位：Bq/kg）

セシウム(134+137 の合計値) 
品名 測定件数 未検出数 検出数 

基準値超数
(100Bq/kg) 最小値 最大値 

柿(カキ) ５７件 ４０件 １７件 ０件 ７．３０ ３１．７０
栗(クリ) ５３件 １１件 ４２件 ４件 １４．９３ １９０．１０
サトイモ ５０件 ４６件 ４件 ０件 １０．８２ １５．６９
サツマイモ ３３件 ３２件 １件 ０件 １２.６４ 
枝豆(ｴﾀﾞﾏﾒ) ２１件 １８件 ３件 ０件 １１．０１ １５．０５
※平成 24 年 4 月 1 日より、食品中の放射性物質の新たな基準値(100Bq/kg)が設けられたため、セシウ

ムの合計値(セシウム 134＋セシウム 137)のみの公表となっています。 

※基準値を超えた栗 4件は、自家消費用であり流通していません。なお、二本松市産の栗は出荷が制限

されています。 

※本庁の測定器の検出限界値は 10Bq/kg です。支所・住民センター測定分に関しては、測定物によって

検出限界値が異なります。 

※自家消費用農作物の放射性物質測定を希望される方は、市放射性物質測定センターまたは各支所・住

民センターへ電話または窓口にてご予約ください。 

◎問い合わせ…市放射性物質測定センター ☎0243-55-5160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県外に避難されている方の
が ん検診実施に つ い て
県外に避難されている市民の方でも、各種

がん検診を避難先で受診できるようになりま

した。（全国避難者情報システムに 7月 22 日

現在で登録のある方に実施案内を送付しまし

た。） 

 全国避難者情報システムに7月22日以降に

登録された方につきましては、市の検診を受

診いただくようになります。 

【検診実施期間】 

 平成 25 年 12 月 31 日（火）まで 

【実施医療機関】 

 県外の各提携医療機関 

※各種検診は、(一財)日本予防医学協会に委

託して実施しています。 

◎問い合わせ…健康増進課予防係 
☎0243-55-5109 

８月５日豪雨災害に対する
市 民 税等 の 減 免申請 は
１ １ 月 ２ ９ 日 ま で で す
8 月 5 日に発生した豪雨災害により被災した

方の市税等減免の申請期限は、11 月 29 日（金）

です。該当すると思われる方は、忘れずに申請

してください。 

減免の要件、対象となる納期および申請方法

等については、税務課、各支所地域振興課また

は各住民センターに設置した「市税等の減免の

案内」をご覧いただくか、市ウェヴサイトでご

確認ください。 

なお、減免申請には損害の程度を判定した

「罹災証明書」の添付（写しも可）が必要とな

ります。罹災証明書の発行については、生活環

境課または岩代支所地域振興課までお問い合

わせください。 
◎問い合わせ…税務課市民税係 

☎0243-55-5085 

 
 
 
 
 
 

二本松市災害対策本部情報６５号の訂正とお詫びについて 
10 月 10 日発行の二本松市災害対策本部情報 65 号の記載中、日常食の放射性物質簡易測定（陰膳検

査）お問い合わせ申し込みにある「二本松住民センター」の電話番号に誤りがありました。 

【誤】二本松住民センター☎0243-23-1421 【正】二本松住民センター☎0243-23-4121 

訂正して、お詫び申し上げます。◎問い合わせ…放射能測定除染課測定係☎0243-55-1580 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島県農林水産物緊急
モニタリング検査結果
県が公表したモニタリング検査結果のうち、直
近の本市農産物についてお知らせします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※測定は、厚生労働省が定めた機器（ゲルマニウム半導

体検出器）で行っています。 

※(＜)の表記は、測定の結果、検出されなかったものに

ついて、測定機器が検出できる最小の値(検出下限値)

を表しています。また、同じ品目を市内数箇所でモニ

タリングしている品目については、代表的なものを掲

載しています。 

※詳細および最新情報は、県のホームページでご覧いた

だけます。 
◎問い合わせ…福島県環境保全農業課 

☎024-521-7342 

　　（単位：Bq/kg）
公表日 品　目 セシウム134 セシウム137
9/10 日本ナシ 検出せず（＜4.3） 検出せず（＜3.4）
9/11 牛肉 検出せず（＜8.0） 検出せず（＜6.9）
9/12 牛肉 検出せず（＜11） 検出せず（＜7.0）
9/18 あけび 検出せず（＜3.2） 検出せず（＜2.9）
9/19 イチジク 検出せず（＜2.3） 2.57
9/20 牛肉 検出せず（＜6.3） 7.14
9/26 牛肉 検出せず（＜8.9） 検出せず（＜9.0）

9/27
菌床しいたけ
（施設）

検出せず（＜6.7） 検出せず（＜6.7）

9/27 牛肉 検出せず（＜9.1） 検出せず（＜7.1）
10/1 リンゴ 6.77 5.38
10/2 ヤマメ（養殖） 検出せず（＜11） 検出せず（＜6.7）
10/4 カキ 検出せず（＜4.0） 11
10/4 ネギ 検出せず（＜4.2） 検出せず（＜4.4）

10/4
菌床しいたけ
（施設）

検出せず（＜5.2） 検出せず（＜4.6）

10/4 牛肉 検出せず（＜10） 検出せず（＜8.7）
10/5 牛肉 検出せず（＜7.2） 検出せず（＜8.2）
10/8 小豆 検出せず（＜3.0） 3.61
10 リンゴ 検出せず（＜4.0） 検出せず（＜4.1）
10 牛肉 検出せず（＜9.9） 検出せず（＜7.5）

10/11
菌床しいたけ
（施設）

検出せず（＜4.4） 検出せず（＜3.6）

10/
10/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飲料水(水道水)の放射性物質
モ ニ タ リ ン グ 検 査 結 果
上水道・簡易水道では週に1回の放射性物

質モニタリング検査を行っています。平成

23年4月24日から平成25年10月16日採水分

までの検査結果において、放射性物質は未

検出（検出限界値以下）でした。 

※平成24年2月6日より、ゲルマニウム半導

体検出器の検出限界値が5Bqから概ね1Bq

に精度向上しています。 

◎問い合わせ…水道課水道業務係 
☎0243-55-5137 

市内 23 カ所の環境放射線量測定値
平成24年5月1日より文部科学省が設置したモニタリング

ポスト、リアルタイム線量計の値を使用しています。 

Ｈ２４年

１０/２1

測定値 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

二本松市役所 0.46 0.32 0.33 0.33 0.31 0.33
二本松住民センター※１ 0.49 0.31 0.29 0.33 0.31 0.31
塩沢住民センター 0.36 0.30 0.30 0.30 0.30 0.31
岳下住民センター 0.37 0.27 0.28 0.27 0.28 0.27
杉田住民センター 0.44 0.35 0.34 0.35 0.35 0.35
石井住民センター 0.79 0.58 0.62 0.66 0.66 0.66
大平住民センター 0.62 0.51 0.47 0.50 0.51 0.52
岳温泉一丁目地内※２ 0.29 0.28 0.27 0.29 0.30 0.29
安達支所 0.32 0.23 0.23 0.23 0.24 0.23
渋川住民センター 0.52 0.39 0.39 0.38 0.39 0.38
上川崎住民センター 0.53 0.41 0.41 0.42 0.41 0.40
下川崎住民センター 0.65 0.44 0.44 0.46 0.46 0.44
岩代支所 0.51 0.41 0.40 0.41 0.40 0.41
新殿住民センター 0.31 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
旭住民センター 0.30 0.23 0.23 0.23 0.24 0.23
田沢集会所 0.24 0.20 0.21 0.21 0.21 0.20
田沢（曲山集会所） 0.44 0.29 0.31 0.30 0.31 0.32
初森（初森老人憩いの家） 0.35 0.25 0.26 0.26 0.25 0.25
東和支所 0.38 0.32 0.32 0.33 0.32 0.33
木幡住民センター 0.37 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
太田住民センター 0.31 0.25 0.26 0.25 0.25 0.26
戸沢住民センター 0.43 0.29 0.28 0.29 0.29 0.29
戸沢（熊野谷集会所） 0.69 0.55 0.52 0.55 0.55 0.53

地 点

単位：μSv/h（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時間）

１０/２１ １０/２０ １０/１９ １０/１８ １０/１７

※印は、以下の施設で測定された数値です。 
※１二本松市児童センター ※２あだたら体育館 

４歳未満の内部被ばく量測定 
（県バス型ホールボディカウンター）案内
12 月 5 日より、県が保有する車載型(バス型)ホールボ

ディカウンターによる測定が行われます。対象の方には、

個別に郵送でご案内いたします。 

対象者 平成 24 年 4 月 1日以前に出生し、検査日時点で

4歳未満のお子さん 

※2分間、背筋を伸ばして一人で椅子に静かに座って測定できること。

測定期間 12 月 5 日(木)～12 月 27 日(金)の間で市が設定した 

16 日間（詳細日程は送付通知をご覧ください） 

測定場所 安達保健福祉センター(安達支所向かい) 

測定料金 無料 

申込期間 測定希望日の一週間前までに電話にてお申し

込みください。専用電話☎0243-23-1472 

8：30～17：00 ※土・日曜日を除く 

結果通知 約 1カ月後に県より個別に郵送されます。 

◎問い合わせ…健康増進課保健係 ☎0243-55-5110

※市内の放射線量に関する最新の情報（リアルタイム線量）は、随時市ウェブサイトで確認いただけます。 
 

 

  

■災害全般に関する問合･相談窓口／災害対策本部総務係(生活環境課) ☎0243-55-5102
■放射能に関する問合･相談窓口／放射能測定除染課 ☎0243-22-1580 
■編集と発行／災害対策本部広報班(秘書広報課) ☎0243-55-5096 
〒964-8601 福島県二本松市金色 403 番地 1 市ウェブサイト http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/ 

左のＱＲコードから携帯サイトへ

アクセスできます。 

※機種によってはアクセスできな

いこともあります。 

http://www.new-fukushima.jp/monitoring.php

